
平成

一

年 月 日 火曜日

山
地

よ
り

札
に

の
審

山 口 県

契特土土契

（定期）報

○
告特土

○
公 毎

第 号

県
道
山
口
宇
部
線
四
十
八
瀬
川
橋

工
事
場
所

吉
敷
郡
小
郡
町
大

口
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
県
道
山
口
宇
部
線
四
十
八
瀬
川

参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以

査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

約
の
締
結
（
学
事
文
書
課
）
…
…
…

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

約
の
締
結
（
物
品
管
理
課
）
…
…
…

告 目

次

示定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
指
名
競

木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務

告 週
火
・
金
曜
日
発
行

（
仮
称
）
橋
り
ょ
う
整
備
工
事

字
上
郷
字
福
田
村
か
ら
同
大
字

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

橋
（
仮
称
）
橋
り
ょ
う
整
備
工

下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う

い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

山
口
県
知

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
…
…
…
…
…

（
農
村
整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

示

争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
道
路
建

共
同
企
業
体
の
指
名
競
争
入
札
の
参
加字

一
ノ
井

上
小
村
ま
で
の
間

出

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

事
の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入

。
）
及
び
当
該
入
札
参
加
資
格

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

設
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

資
格
の
審
査
（
五
件
）

（
砂
防
課
）
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

共
同
企
業
体
の
代
表
者

評
定
値
が
九
百
以
上
で
あ

２

建
設
業
法
（
昭
和
二

定
す
る
特
定
建
設
業
の

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま

十
六
年
三
月
一
日
以
降
に

九
第
一
項
に
規
定
す
る
総

営
事
項
審
査
」
と
い
う
。

こ
と
。

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

等
級
で
あ
る
こ
と
。

２

下
部
工

構

深
礎
杭
基
礎
逆

式
橋
台

直
接
基
礎
壁
式
橋
脚

二

入
札
参
加
資
格

工
事
の
概
要

１

上
部
工

構固
定
ア
ー
チ
形
式
橋
り

以
外
の
者
の
経
営
事
項
審
査
の
土

る
こ
と
。

十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法

許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一

で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府

経
営
事
項
審
査
を
受
け
た
場
合
に

合
評
定
値
の
通
知
）
を
行
っ
た
も

）
の
土
木
一
式
工
事
の
総
合
評
点

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

造

造

延

長

ょ
う

一
二
五
・
六
メ
ー

一

木
一
式
工
事
の
総
合
評
点
又
は
総

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に

に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と

項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査
で

県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知
（
平

あ
っ
て
は
、
法
第
二
十
七
条
の
二

の
の
う
ち
直
近
の
も
の
（
以
下
「

又
は
総
合
評
定
値
が
千
以
上
で
あ

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の

数

量
二
基

二
基

道

路

幅

員

ト
ル

一
〇
・
一
メ
ー
ト
ル

（
車
道
七
・
〇
メ
ー
ト
ル

合 規。平成十経る でる告規 ）

告

示



平成 年 月 日 火曜日

山
地

よ
り

加
す

の
申

一

山 口

四
〇

（定期）県 報 第 号

三

履
行
場
所

防
府
市
大
字
西
浦

口
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る

る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
土
木
建
築
事
務
所

山
口

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

経
営
事
項
審
査
結
果
通
知
書

３

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書

、
大
字
切
畑
及
び
大
字
台
道
地

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

基
礎
調
査
（
第
一
工
区
）
の
契

札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及

の
と
お
り
定
め
た
。

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
一
工
区
）

通
知
方
法

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

、
山
口
土
木
建
築
事
務
所
（
電

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

市
神
田
町
六
番
一
〇
号

間同
月
二
十
七
日
ま
で
の
午
前
九

格
審
査
申
請
書
等

よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の

び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「

の
写
し
又
は
総
合
評
定
値
通
知

の
写
し

内 七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参

び
当
該
入
札
参
加
資
格
の
審
査

事

二

井

関

成

書
を
平
成
十
七
年
十
月
五
日
ま

話
〇
八
三

九
二
二

一
〇
七

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体
競

申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提

書
の
写
し

申
請
書
等
の
提
出
場
所

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札

入
札
参
加
資
格
の
審
査

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

。の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示

請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

で
平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

四
の

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体

下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

一
〇
〇
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

二

に にサ競提 る告規ンあ で



平成 年 月 日 火曜日

二
構

山 口 県

の
申

一

（定期）報

五
山

地
よ
り

加
す

第 号

四

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

履
行
場
所

防
府
市
大
字
富
海

業
務
の
概
要

業

務

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

）
に
す
る
こ
と
。

口
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る

る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入

防
府
土
木
建
築
事
務
所

防
府

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

ま
で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

の
と
お
り
定
め
た
。

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
二
工
区
）

、
大
字
牟
礼
及
び
大
字
江
泊
地

内

、
防
府
土
木
建
築
事
務
所
（
電

年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

基
礎
調
査
（
第
二
工
区
）
の
契

札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及

市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

間同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前
九
時

通
知
方
法

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

法
律
（
平
成
十

一
〇
〇
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

事

二

井

関

成

内

容

調
査
対
象
件
数

話
〇
八
三
五

二
二

三
四
八

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に
参

び
当
該
入
札
参
加
資
格
の
審
査

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

書
を
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

入
札
参
加
資
格
の
審
査

指
名
競
争
入
札
指
名
通

ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

五
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
四

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

防
府
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

平
成
十
七
年
九
月
十
三

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札

入
札
参
加
資
格
の
審
査

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

１

共
同
企
業
体
協
定
書

２

建
設
工
事
等
競
争
入

３

測
量
法
第
五
十
五
条

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

に
係
る
基
礎
調
査
（
第
三
工
区
）

結
果
の
通
知
方
法

知
書
又
は
指
名
競
争
入
札
非
指
名

合
せ
は
、
防
府
土
木
建
築
事
務
所

号
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

防
府
市
駅
南
町
一
三
番
四
〇
号

及
び
時
間

日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前

参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示

請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以

。の
写
し

札
参
加
資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

三

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に

通
知
書
を
平
成
十
七
年
九
月
三
十

（
電
話
〇
八
三
五

二
二

三
四

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

四
の

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体

下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を

に
係
る
通
知
書
の
写
し

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま
で

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

に参 日八 に 競提 あにサ



平成 年 月 日 火曜日

三

山 口 （定期）県 報

二
構

第 号

加
す

の
申

一

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

業

務

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
条
第

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入

請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
係
る
基

履
行
場
所

下
関
市
大
字
吉
田

業
務
の
概
要

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

格
審
査
申
請
書
等

よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の

び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

内

砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
及

の
と
お
り
定
め
た
。

山
口
県
知

礎
調
査
（
第
三
工
区
）

及
び
大
字
吉
田
地
方
地
内

成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。
に
規
定
す
る
共
同
企
業
体
競

申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

容

調
査
対
象
件
数

法
律
（
平
成
十

七
八
件

当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

び
当
該
入
札
参
加
資
格
の
審
査

事

二

井

関

成

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

履
行
場
所

長
門
市
俵

業
務
の
概
要

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
五

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

平
成
十
七
年
九
月
十
三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

指
名
競
争
入
札
指
名
通

ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問

一
）
に
す
る
こ
と
。

３

測
量
法
第
五
十
五
条

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け

申
請
書
等
の
提
出
場
所

下
関
土
木
建
築
事
務
所

申
請
書
等
の
提
出
期
間

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

係
る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）

山
地
内

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

号
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

に
係
る
基
礎
調
査
（
第
四
工
区
）

下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。

い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

山
口

日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前

結
果
の
通
知
方
法

知
書
又
は
指
名
競
争
入
札
非
指
名

合
せ
は
、
下
関
土
木
建
築
事
務
所

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出

な
い
。

下
関
市
貴
船
町
三
丁
目
二
番
一

及
び
時
間

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

六
五
件

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に

）
及
び
当
該
入
札
参
加
資
格
の
審

県
知
事

二

井

関

成

九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

通
知
書
を
平
成
十
七
年
九
月
三
十

（
電
話
〇
八
三
二

二
三

七
一

に
係
る
通
知
書
の
写
し

す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信

号

四

で に参査 日〇 に



平成

四

年 月 日 火曜日 山 口 県 （定期）報

三

第 号

構
ま
で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

長
門
土
木
建
築
事
務
所

長
門

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

申
請
書
等
の
提
出
方
法

２

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
告
示

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果
の
通
知

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点
数
が
二

入
札
参
加
資
格
の
審
査

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず

こ
と
。

１

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競

示
（
平
成
十
六
年
山
口
県
告
示

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

等
級
で

、
長
門
土
木
建
築
事
務
所
（
電

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

市
東
深
川
一
八
七
五
番
地
の
一

間同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前
九
時

通
知
方
法

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の

び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
条
の

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
の

に
規
定
す
る
審
査
で
平

を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直
近
の

百
三
十
点
を
超
え
て
い
る
こ
と

格
審
査
申
請
書
等

。れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の

第
六
百
五
十
七
号
。
以
下
「
告

争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参

あ
る
こ
と
。

話
〇
八
三
七

二
二

二
九
二

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

書
を
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体
競

申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提

る
通
知
書
の
写
し

三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で
あ

成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま
で
に

も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ

。 ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
」
と
い
う
。
）
二
の

の
規

加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ
ン

山
口
県
知
事
が
そ
の
結
果

ル
タ
ン
ト
業
務
の
総
合
点

三

入
札
参
加
資
格
の
審
査

１

建
設
工
事
等
に
係
る

示
（
平
成
十
六
年
山
口

定
に
よ
り
格
付
さ
れ
た

サ
ル
タ
ン
ト
業
務
の

２

測
量
法
（
昭
和
二
十

る
こ
と
。

３

出
資
比
率
が
三
十
パ

共
同
企
業
体
の
代
表
者

業

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お

二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

共
同
企
業
体
の
構
成
員

こ
と
。

の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

履
行
場
所

萩
市
大
井

業
務
の
概
要

〇
）
に
す
る
こ
と
。

山
口
県
告
示
第
四
百
九
十
六

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等

加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以

の
通
知
を
行
っ
た
も
の
の
う
ち
直

数
が
二
百
三
十
点
を
超
え
て
い
る

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

県
告
示
第
六
百
五
十
七
号
。
以
下

一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入

等
級
で
あ
る
こ
と
。

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十

ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

の
告
示
二
の

に
規
定
す
る
審
査

務

内

け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
礎
調
査

、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に

と
す
る
。

の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件

い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。

山
口

係
る
基
礎
調
査
（
第
五
工
区
）

地
内 号

二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百

に
係
る
基
礎
調
査
（
第
五
工
区
）

下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。

五

近
の
も
の
の
土
木
関
係
建
設
コ
ン

こ
と
。

札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る

「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の

の

札
参
加
資
格
が
土
木
関
係
建
設
コ

条
の
三
に
規
定
す
る
測
量
業
者
で

で
平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
ま
で

容

調
査
対
象
件
数

す
る
法
律
（
平
成
十

六
三
件

も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

県
知
事

二

井

関

成

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定

の
契
約
に
係
る
指
名
競
争
入
札
に

）
及
び
当
該
入
札
参
加
資
格
の
審

サ 告規ンあに でる に参査



平

二

成 年 月 日 火曜日

（
四次

一

山 口

四
三

（定期）県 報 第 号

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数

学
生
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム

一
式

八
二
）
契
約
の
締
結

の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

事
務
を
担
当
す
る
出
先
機
関
の
名

山
口
県
立
大
学

山
口
市
桜
畠
三

指
名
競
争
入
札
指
名
通
知
書
又

ま
で
に
発
送
す
る
。

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

）
に
す
る
こ
と
。公

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

申
請
書
等
の
提
出
場
所

萩
土
木
建
築
事
務
所

萩
市
大

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日
か
ら

入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資

入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

２

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

３

測
量
法
第
五
十
五
条
の
五
第

４

委
任
状

量 に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た

山
口
県
知

称
及
び
所
在
地

丁
目
二
番
一
号

は
指
名
競
争
入
札
非
指
名
通
知

は
、
萩
土
木
建
築
事
務
所
（
電
話

告

代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る

字
江
向
五
三
一
番
地
の
一

間同
月
二
十
日
ま
で
の
午
前
九
時

通
知
方
法

格
審
査
申
請
書
等

よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の

び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「

資
格
認
定
通
知
書
の
写
し

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
係

。事

二

井

関

成

書
を
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日

〇
八
三
八

二
二

〇
〇
四

も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

に
規
定
す
る
共
同
企
業
体
競

申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提

る
通
知
書
の
写
し

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
九
月
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

最
低
価
格

（
四
八
三
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

月
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

七

入
札
公
告
日

平
成
十
七
年
六
月
十
日

八

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
立
大
学
長

岩

調
達
方
法

借
入
れ

落
札
方
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の

大
興
電
子
通
信
株
式
会
社

六

落
札
金
額

四
百
九
十
七
万
七
千
円

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

青
空

河
杉
ふ
み
江

防
府
市
華
園
町
七
番
一
七
号

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
に
お
い
て

田

啓
靖

た
手
続

日主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
揚
場
町
二
番
一

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
十

公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

号

六

お一

公

告



平成

一二

年 月 日 火曜日

〃（
四次

山 口 県

柳
井

田
布

〃平
生

（定期）報

次
の土た

柳
井

萩
市

第 号

め役
（
四土

事
業
の
名
称

県
営
阿
知
須
北
地
区
ほ
場
整
備
事

工
事
完
了
の
時
期

高
須
西
地

た
め
池
の

八
五
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日 用

排
水
施

改
修

市

長
野
地
区

た
め
池
の

施
町

梶
屋
地
区

た
め
池
の

昭
和
地
区

た
め
池
の

町

大
田
下
池

た
め
池
の

と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

地
改
良
事
業
を
行
っ

者
の
名
称
又
は
氏
名

事
業
の

市
新
庄
土
地
改
良
区

新
庄
畦
田

た
め
池
の

福
栄
地
区

心
身
障
害
者
が
地
域
社
会
に
お
い

、
社
会
的
就
労
の
場
の
確
保
及
び

と
な
っ
て
保
護
者
及
び
地
域
と
共

八
四
）
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

業
（
第
二
換
地
区
）

区整
備

〃

一
二
、
一

完
了

工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

設
の

整
備

平
成
一
四
、

八
、
三

整
備

〃

七
、
二

整
備

平
成
一
五
、
一
一
、
二

地
区

整
備

平
成
一
四
、

一
、
一

完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

山
口
県
知

名
称

工
事
着
手
時
期

地
区

整
備

平
成
一
五
、

九
、
一

平
成
一
六
、

五
、

て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と

自
立
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業

に
活
動
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

完
了
の
届
出

第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条

六

平
成
一
六
、

二
、
二
〇

事

二

井

関

成

〇

平
成
一
六
、

三
、
二
二

九

〃

二
、
二
七

八

平
成
一
七
、

六
、
二
〇

一

平
成
一
五
、

三
、
二
八

事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

八

平
成
一
六
、

二
、
二
〇

六

平
成
一
七
、

五
、
三
一

が
で
き
る
環
境
を
実
現
す
る
た

を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
が
主

る
場
を
創
造
す
る
こ
と
。

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

出
納
局
物
品
管
理
課

山

二

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称

平
成
十
一
年
十
一
月
九
日

（
四
八
六
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

平
成
十
七
年
九
月
十
三
日

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

県
営
阿
知
須
北
地
区
ほ
場

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
一
年
二
月
十
六
日

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
知
須
北
地
区
ほ
場

二

工
事
完
了
の
時
期

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
知
須
北
地
区
ほ
場

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
八
年
七
月
十
日

一

事
業
の
名
称

平
成
七
年
五
月
十
一
日

一

事
業
の
名
称

県
営
阿
知
須
北
地
区
ほ
場

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
年
七
月
十
六
日

口
市
滝
町
一
番
一
号

及
び
数
量

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま

山
口

称
及
び
所
在
地

整
備
事
業
（
第
五
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
六
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
四
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
三
換
地
区
）

七

し
た
。

県
知
事

二

井

関

成
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七八

第 号

三四五六
七
年
九
月
十
三
日
印
刷

七
年
九
月
十
三
日
発
行

落
札
方
式

最
低
価
格

三
千
七
百
七
十
五
万
八
千
円

入
札
公
告
日

平
成
十
七
年
六
月
十
日

そ
の
他

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

二
井

関
成

調
達
方
法

購
入

財
務
会
計
シ
ス
テ
ム

一
式

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
二
日

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

富
士
通
株
式
会
社

川
崎
市
中
原

落
札
金
額

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

事
務
所
の
所
在
地

区
上
小
田
中
四
丁
目
一
番
一
号

庁

定
価
一
箇
月

金
二
千

事

七
百
円
（
送
料
共
）

八


